
表 3 キ ャリア形成方針と非工社員の質的基幹化の相関分析結果

正社員 契約社員 パー ト

労働関係分離不可能性 ‐01

企業特殊技能 131Ⅲ 144

数値は相関係数 つく 01 去 05

O)拘 束性に対する非奥型労働者の活用のあり方の影響

非正社員 (契約社員 ・パート)の 「拘束性」と、「労働関係の分離不可能性 (チーム)J、「企

業特殊技能を求める程度J、「仕事内容と責任の重複の程度Jの 相関関係は表 4の通りである。

結果は、労働関係の分離不可能性 (チーム)の 程度に応じて拘束性は高まる。同様に、企業特

殊技能を求める程度に応じて拘束性は高まる。また、質的基幹化 (仕事の内容の重複と責任)

に応じて拘束性が高まる。

理由は次のように説明できる。第 1に、労働関係の分離不可能性 (チーム)が 高ければ、同

僚や他部署との情報の共有が水平的に行われることになる。つまり、情報を共有しようとすれ

ば他者の都合に折り合いをつけていかなければならないので、勤務は期首に立てた計画通りに

は進展せず就業条件の柔軟性が不可欠となる。第 2に、企業特殊技能の習得に格好のO」T機

会である<普 段と違う異常>が 発生したときは勤務計画の変更 (残業やシフト勤務)が 必要と

なる。第 3に、企業特殊技能に本来的に付随する技能は、他者との調整能力であるから就業条

件の柔軟性が要請される。第 4に、正社員の仕事には本来的に労働関係の分離不可能性 (チー

ム)が 組み込まれている。

そしてそのような仕事をうまくこなす技能が企業特殊技能である。したがって、仕事内容が

正社員に近づいていく質的基幹化は就業条件の拘束性を高める。

表4 拘 束性と労働関係分離不可能性/企 業特殊技能/仕 事の内容と責任の重複の相関

契約社員 予定残業 突発残業 シフト勤務 変形労働時間制

労働関係の分離
不可能性

2364'

企業特殊弦能 192' 173■ 062

仕事の内容と資

任の重複

本― ト 予定残業 突発残業 ンフト勤務 変形労働時間制

労働関係の分離

不可能性
-035 123■ 172・=

企業特殊技能 164ⅢⅢ 272を, 138・

仕事の内容と責
任の重複

1 観
' ' 2243, 254■志

数値は相関係数 与く 01 ネ 05



“)均 衡処遇の実践への影響

均衡処遇と仕事内容と責任重複の関係

図 1の フレームワークに沿って、「均衡処遇の取り組みJに 対する 「仕事内容と責任の重複J

の影響の度合について分析を行った。

結果は表 5の通り、契約社員においては 「仕事内容と責任の重複Jは 、「評価の昇進への活

用」、「評価の昇給への活用J、「役職任用時研修Jに 影響している。パー トにおいては 「仕事内

容と責任の重複Jは 貨与に関わる均衡 (評価の賞与への活用、賞与の水準)Jお よび 「役職任

用時研修Jを 除いて、ほとんどの均衡処遇の取り組みに対して影響があることがわかる。

表 5 均 衡処遇に対する仕事の内容と責任の重複の影響度合

契約社員

目的変数 決定係数
正社員との仕事内容と

責任の重複

均範処遇への考慮

人事等級制度 007

人事評価項目 012

評価の昇進への活用 213Ⅲ

評価の昇絡への活用 060 263と■

評価の昇格への活用

評価の賞与への活用 006 -114

新大受け入れ研修 007 144

役職に用時研修 227ネ

実務研修

公的 ・社内資格取得支援

自己啓発援助助成 -010

正社員に対する給与水準

正社員に対する賞与水準

数値は標準化係数 れ火 01 メ 05

パー ト

決定係数
正社員との仕事内容と

責任の重複

164ⅢⅢ

020 161=・

015 138・

031 139'■

032 173ⅢⅢ

091

080 267'Ⅲ

000 051

071 280ⅢⅢ

185ネ

068 279ⅢⅢ

-013 037

均衡処通と活用のあり方の関係

図 1の フレームヮークに沿って、「均衡処遇の取り組みJに 対する 「労働関係の分離不可能

性 (チーム)Jと 「企業特殊技能Jの 影響の度合について分析を行った。

結果は表 6の通り、契約社員においては、企業特殊技能が、「人事評価項目の均衡Jと 「評

価の昇進への活用の均衡Jに 対して影響があるといえる。パートにおいては、ほとんど全ての

均衡処遇の取り組みに対して影響があるといえる。ただし、労働関係の分離不可能性 (チーム)

は、パートにおいては、「実務研修Jと 「正社員に対する給与水準Jに 対してマイナスの影響

を与える。

つまり、とりわけパートでは、企業特殊技有:が高いほど均衡処遇かなされていると言える。

企業特殊技能は長期に内部 トレーニングを施さなければ習得できない。それに適合的な人事管

理は 「MaFeJと なるから、事業所は均衡処遇の実践に努力する。他方で、事業所は契約社員

が保有している専門的機能的技能を利用する。このとき適合的な人事管理は 「Buy」 となる。

以上のことは、均衡処遇の問題は、同一価値労働 ・同一賃金、すなわち 「今この時のJ仕 事

内容の重複が同程度であれば賃金も同じにすべきという静態的な均衡で捉えるのではなく、動

態的な企業特殊技能の発展を意図して長期内部育成をうまく機能させることが重要であると言

える。



表6 均 衡処遇に対する活用のあり方の関係

契約社員

目的変数 決定係数
労 働 関 係

分離不可能性
企業特殊技能

均衝処遇への考慮

人事等級制度 023 220

人事評価項目 067 122 287ⅢⅢ

評価の昇進への活用 230キ

評価の昇裕への活用 016

評価の昇格への活用

評価の賞与への活用 -001 149

新大受け入れ研修 -006 082

役職に用時研修 021

実務研修 034

公的 ・社内賓格取得支援 001 021

自己啓発援助助成 057

正社員に対する給与水準 012 -006 067

正社員に対する賞与水準 013 -002 -225

数値は標準化係数 仰く 01  つ く 05

′〔― ト

決定係数
労 働 関 係

分離不可能性
企業特殊技能

101 137キ 219キⅢ

023 234志Ⅲ

-099 323!ネ

124 243志Ⅲ

142 277ⅢⅢ

2櫛'ネ

112

026 271'・

114

1鶴
Ⅲ 3笛ⅢⅢ

231キキ

032 087 2弘ⅢⅢ

179Ⅲ 235Ⅲ・

-017

6)事 業所ニーズと労働者の意識のギャップのまとめ

事業所ニーズと非典型労働者の意識にはギャップがある。まず、「企業独自技術への貢献J

および 「組織市民行動Jで 事業所の期待よりも労191者は意欲を示す。 しかし、「労働関係の分

離不可能性 (チーム)Jや 「自律的例外対応」など、水平的調整を求められる仕事に対する選

好は現状以上に求めているとはいえない。むしろパートにみられるように 「システム化 (標準

化)Jさ れた定型業務をより選好している。つまり、非典型労働者は、一概に現状よりも骨の

折れる仕事に積極的に取り組もうと考えているとはいえないし、きりとて消極的であるともい

えない。現状と意識はおおむね均衡状態にあるというのが本調査の結論である。それゆえ、事

業所が、非典型労働者の質的基幹化を図ろうとすれば、非典型労働者の意欲を向上させ選好を

変える誘因を提供するなど、人事管理上の工夫が必要となるであろう。(図6～図13)



図6 企業独自技術への貫献のニーズと意欲のギャップ
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図7 組 織市民行動の二―ズと意欲のギャップ
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8 労働関係の分離不可能性のニーズと選好のギャップ
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図 9 システム化のニーズと選好のギャップ
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図10 自立的例外対応のニーズと選好のギャップ
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図12 キャリア形成の方針とキャリア志向のギャップ
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図13 均衡処通の方針と労働者の評価のギャップ
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16)労 働者の意識と経営パフォーマンスとの関係

それでは、労働者の意識をうまく経営パフォーマンスに結び付けていくための人事管理の施

策として均衡処遇はどうあるべきか。図14のように分析モデルを設定した。

結果としては、非正社員の意識の高さのみでは経営木フォーマンスにブラスの影響を与える

ことはない。同様に、均衡処遇のみでは経営パフォーマンスにプラスの影響を与えることはな

い。非正社員の意識と均衡処遇が同時に高まったときに経営バフォーマンスに対してプラスの

影響を与えるということになる。
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図14 非 正社員 (契約社員 ・パート)の 意識と均衡処還の交互作用の経営パフォーマンスヘの影響

――一――――一> 交 互作用効果

経営パフオーマンス
(労働生産性)

6 ま とめ

この中間報告書では、非典型労働者の処遇と活用のあり方を、人事管理の基本政策である

「MateJと 「BuyJに 対応させ、非典型労働者の質的基幹化の内実を、労働者と事業所の労働関

係を 「関係特殊的な仕事特性 (労働関係の分離不可能性など)Jと 「関係特殊的な技能タイプ

(企業特殊技能)Jの 2つ の軸を用いた雇用ポートフォリオとして把握した。同時に、活用のあり

方、拘束性、均衡処運、経営パフォーマンスとの因果関係を明らかにするために調査フレームヮー

ク (図1お よび図2)を 仮説として、検討課題を抽出し、それに1「してアンケート調査のデータ

を分析した。また、労働者の意識を事業所調査と対比させた。

その結果、本文中に示したとおり、先に掲げた調査課題の各々について一定の結論を導き出す

ことができた。

今後は、最終報告に向けて、アンケート調査より明らかになった点や、進行中の事業所および

労働者に対するとヤリング調査をさらに継続して分析する。そして、事業所、労働者、行政施策

などについて課題整理を行ったうえで、今後の対応策や行政施策の提言などを取りまとめていき

たい。
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